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浦安市青少年発達サポートセンター運営業務委託仕様書 

 

１  趣旨 

本仕様書は、浦安市青少年発達サポートセンター（以下「センター」とい

う。）の運営事業者が行う業務（以下「本事業」という。）の内容及び履行方

法について定めることを目的とします。  

 

２  利用対象者  

センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。  

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている発達障がい

又はその疑いのある青少年であって、６歳以上 26 歳未満の者 (６歳に達し

た日以後の最初の３月 31 日までの間にある者を除く。 )及びその保護者で

あること。  

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者であること。  

 

３  事業の実施場所  

本事業の実施場所については、以下の「まちづくり活動プラザ」にて実施

するものとします。  

なお、施設外活動を行う場合は、事前に市と協議するものとします。  

(1) 施設名称  まちづくり活動プラザ  

(2) 所在地   浦安市入船五丁目45番１号 まちづくり活動プラザ１階・２階 

(3) 施設概要  

ア  構造  鉄筋コンクリート造り３階建て  

イ   センター専有面積・・・ 379.17㎡  

１階・・・事務室・相談室等 76.1㎡  

２階・・・個別療育室 51.51㎡、集団療育室 145.07㎡、倉庫 65.27㎡  

その他・・・２階待合コーナー 28.3㎡、シャワー室・脱衣室 12.92㎡  

ウ  事業者専用（センター専用）駐車場  ３区画  

(4) 主な部屋の内容（別紙１・２「平面図」参照）  

１階 
事務室 1Ｆ 相談室 更衣室・湯沸室 

31.88 ㎡ 17.19 ㎡ 27.03 ㎡ 

２
階 

個別 

療育室 

個別療育室 1 個別療育室 2 個別療育室 3 個別療育室 4 倉庫 1 倉庫 2 

10.84 ㎡ 10.84 ㎡ 15.97 ㎡ 13.86 ㎡ 8.48 ㎡ 7.36 ㎡ 

集団 

療育室 

集団療育室 1 集団療育室 2 集団療育室 3 倉庫 1 倉庫 2 倉庫 3 

47.82 ㎡ 47.82 ㎡ 49.43 ㎡ 17.55 ㎡ 15.94 ㎡ 15.94 ㎡ 
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※自主運営により実施する「障害児相談支援事業」の執務場所については、

１階事務室及び相談室の兼用を可とします。  

 

４  開設時間等  

開館日、開館時間は原則として、以下のとおりです。  

開  館  日：月曜日から土曜日  

開館時間：午前９時から午後７時まで  

（休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に

規定する休日、 12月 29日から翌年の１月３日までの日になります。）  

 

５  業務内容  

運営事業者が行う業務の詳細等は、次のとおりとします。  

具体的な事業内容について、事業計画書に記載してください。  

導入事業  対象者および内容  

療

育

支

援

事

業  

集団療育  

■対象■  

本事業の利用対象者のうち、支援の必要性が認められる青

少年  

■内容■  

集団生活に必要な能力を身に付けるための集団療育を実施

する。集団療育は４人以上の療育支援とする。  

※実施の目安：１コマあたり、４人以上×90 分程度の集団

療育を実施すること。  

個別療育  

■対象■  

本事業の利用対象者のうち、支援の必要性が認められる青

少年  

■内容■  

社会生活への適応のために必要な訓練等を個別に実施す

る。個別療育は３人以下の療育支援とする。  

※実施の目安１コマあたり３人以下×60 分程度の個別療育

を実施すること。  

交流事業  

■対象■  

本事業の利用対象者や家族 (保護者･きょうだい児等 ) 

■内容■  

発達障がい児・者や家族 (保護者･きょうだい児等 )のニーズ

に応じた交流の場の提供を行う。  

相談支援事業  

■対象■  

本事業の利用対象者及び青少年が利用する学校・事業所等

の機関とする。  
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■内容■  

施設等において、発達障がい児・者（発達が気になる方も

含む）や家族、青少年が利用する学校･事業所等から相談に

応じ、助言又は必要な情報を提供する。  

地

域

支

援  

事

業  

支援力  

向上支援  

■対象■  

本事業の利用対象者の保護者等  

■内容■  

保護者等が発達障がいの特性を理解することや、適切に対

応するための知識や方法を身につけることを支援するた

め、研修会やペアレントプログラム（主に、子どもの観察

方法を身につける方法）やペアレントトレーニング（主に、

子どもへの対応方法を身につける方法）を実施する。  

訪問支援  

■対象■  

本事業の利用対象者のうち、青少年が利用する学校・事業

所等の機関  

■内容■  

学校・事業所等の関連事業者へ訪問等を行い、職員に対し

て、青少年の対応方法や環境調整等の専門的助言を行う。  

（その他業務）  

上記の導入事業のほか、以下の業務を行ってください。  

①センター及び付帯設備の維持管理に関すること。  

施設の光熱水費負担及び施設の設備保守管理、警備業務、清掃業務につい

ては、市が実施し、その他の内容としては以下のとおりとする。  

（詳細については別紙３「リスク分担表」別紙４「主要備品一覧」参照）  

ア  備品に関し善良な管理者の立場での管理及びその管理状況の報告  

イ  各室の鍵の管理及び施錠  

ウ  施設の清潔の保持、整理整頓その他必要な環境の整備  

②浦安市まちづくり活動プラザにおける施設運営への協力に関すること。  

ア  施設の管理運営への協力  

イ  避難所運営への協力  

ウ  運営協議会への参加  

③自主運営により実施する事業について。  

ア  児童福祉法第６条の２の２第７項に規定する「障害児相談支援事業」  

 ④地域生活支援拠点への登録について。  

ア  地域における障がい者の生活の「面的整備」の観点から、地域生活支

援拠点に登録すること。  
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６  利用料  

  上記事業に係る利用者負担については、以下のとおりです。  

(1) 発達障がいに係る検査費用（ただし、非課税世帯は無料とする。）につい

て、１件につき３千円を徴収し、市へ納入する予定としています。  

   ただし、正式には議会の承認を以って、決定するものです。   

(2) 材料代等の実費が発生する場合は、運営事業者で適宜徴収すること。  

(3) その他、利用に係る負担金は徴収しないものとします。  

 

７  職員体制（業務委託による実施事業に限る）  

業務を担当する職員については、以下のとおりです。  

(1) 運営事業者は、「５」の業務を円滑に行うため、管理者、療育相談員、事

務員を配置すること。  

(2) 事業を管理する管理者を、１人（常勤職員に限る）配置すること。  

なお、ここでいう常勤職員とは、業務委託による実施事業の専従とし、

他の業務（自主運営による実施事業含む）を一切兼務しない職員をいう（以

下同じ）。  

(3) 療育及び相談業務を行う療育相談員として、常勤職員５人以上、常勤換

算 2.0人以上の非常勤職員を配置すること。なお、療育支援を行う常勤の

療育相談員のうち半数以上は、以下のいずれかの資格を有するものとする。 

（療育相談員の資格）  

公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、保育士（障

がい児保育に相当の実績のある者）、児童指導員（指定障害児通所支援事業

所、指定障害児入所施設及び指定発達支援医療機関において３年以上の実

務経験を有する者）、特別支援教育コーディネーターを務めた者及び市が５

年以上の実務経験を有する者であって適切な支援を行えると認めた者であ

ること。  

(4) 事務員を、１人以上（常勤又は非常勤職員）配置すること。  

(5) 常勤換算については、基本的に勤務日や勤務時間等で明確に業務時間が

積算できる場合とし、常勤換算方法は、「障害者総合支援法に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平

成 18年 12月６日付け障発第 1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部長通知）」において定める「常勤換算方法」によることとする。  

(6)  業務委託による実施事業に従事していない時間帯に係る非常勤職員につ

いては、その他業務（自主運営による実施事業を含む）との兼務を可能と

する。  
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８  運営に関する基本的事項  

  運営にあたっては、以下の基本的事項に留意してください。  

(1) 本事業の実施目的に基づき、中立・公正な事業運営を行うこと。  

(2) 効率的な運営を行うこと。  

(3) 個人情報の保護を徹底すること。   

(4) 職員の退職、採用その他職員の異動が生じる場合には、事前に市に報告

を行い、体制に変更が生じる場合などは事前に市と協議を行うこと。  

(5) 常に市の委託事業であることを意識し、報告に努めること。   

(6) 本市の地域生活拠点事業の面的整備促進の観点に基づき、速やかに登録

を行うこと。  

 

９  諸記録及び帳票等の整備  

(1) 運営事業者は、本事業に係る諸記録（相談受付票、ケース記録、業務日報・

月報等）その他委託料の収支に関する帳票（委託費精算書、事業報告書、

収入や支出を証する書類等）を事業所内で整備し経理状況等を常に明らか

にしておくとともに、市が検査をする場合にはこれに応じることとします。 

(2) 運営事業者は、諸記録及び帳票等を委託期間満了後５年間保管するものとし

ます。 

 

10 連絡調整会議  

(1)  運営事業者は市職員との間で適宜連絡調整会議を開催し、作成した日

報・月報、業務記録等に基づいて、前月の運営状況を報告してください。 

(2) 今月のスケジュール・運営上の留意点等について、市側と情報を共有化

することとします。  

 

11 その他  

  この仕様書に定めのない事項については、適宜、市と協議の上決定するも

のとします。  



青少年発達サポートセンター
（1階部分）

事務室

更衣室

相談室
湯沸室

市事業エリア

エントランス

エレベーター

階段

トイレ

別紙１



青少年発達サポートセンター
（個別療育エリア）

集団療育室１

倉庫

集団療育室２

倉庫

集団療育室３

倉庫

個別

療育室

３

個別

療育室

１

個別

療育室

２

個別

療育室

４

倉庫１ 倉庫２

階段

エレベーター

トイレ

シャワー室

青少年発達サポートセンター
（集団療育エリア）

別紙２



別表３ リスク分担表 

青少年発達サポートセンターの管理運営に関する基本的な責任分担は次のとおりとします。 

リスク分類 リスクの内容 

負担者 

市 
運営 

事業者 

施設・設備の損傷 運営事業者の故意または重大な過失によるもの 
 

○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○ 
 

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定で

きないもの等 
双方協議 

第三者への賠償 運営事業者の責めによる維持管理・運営等の不備により

損害を与えた場合  
○ 

市の責めによる維持管理・運営等の不備により損害を与

えた場合 
○ 

 

苦情対応 利用者からの苦情および利用者間トラブルへの対応 
 

○ 

市の施策に対する苦情・要望への対応 ○ 
 

セキュリティ セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 
 

○ 

不可抗力リスク 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、

暴動その他の市または運営事業者のいずれの責めにも

帰すことのできない自然的または人為的な現象）に伴う施

設、設備の復旧経費及び業務履行不能 

双方協議 

契約リスク 運営事業者の責めによる契約手続きの遅延 
 

○ 

市の責めによる契約手続きの遅延 ○ 
 

維持管理・運営開

始リスク 

運営事業者の責めによる維持管理・運営開始の遅延 
 

○ 

市の責めによる維持管理・運営開始の遅延 ○ 
 

光熱水費等（電気料、水道料、下水道使用料、固定電

話通信料含む） 
○  

その他第三者の責めによる維持管理・運営開始の遅延 双方協議 

事業終了時の費用 委託期間が終了した場合または期間中途に業務を廃止し

た場合における事業者の撤収費用  
○ 

制度関

連 リ ス

ク 

法令等の

変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更  双方協議 

税制度の

変更 

施設管理・運営に影響を及ぼす税制変更 双方協議 

一般的な税制変更 
 

○ 

社会リ

スク 

周 辺 地

域 ・ 住 民

への対応 

通常の運営にかかる地域との協調・必要事項の説明 
 

○ 

受託業務の内容に対する住民からの要望等 
 

○ 

上記以外の事項 双方協議 

経済リ

スク 

物価変動 人件費・物品費等の物価変動に伴う経費の増 
 

○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 
 

○ 

資金調達 市から運営事業者への支払遅延によって生じた損失 ○ 
 

運営事業者から業者への支払遅延によって生じた損失 
 

○ 

※上記に記載のないリスクが発生した場合は市と運営事業者双方協議の上、負担割合を決定する 

※１ 運営事業者は、施設の利用者等第三者に対する賠償や施設の損傷等、上記に基づく自らの責任

（リスク）に対して、適切な範囲で保険等に加入することとします。 



別表４ 青少年発達サポートセンター主要備品一覧 
 

配置場所  
品名 数 

備

考 

１F事務室 １ 事務机・椅子 13  

２ キャビネット上下 ３  

３ ハイカウンター １  

４ シュレッダー １  

５ 男女更衣用ロッカー（14人分） １  

１F湯沸室 ６ 全自動洗濯機 １  

７ 冷蔵庫 １  

２F集団療育室 ８ 低位テーブル 12  

９ 丸椅子 30  

10 ランドセルロッカー ３  

11 シューズボックス ３  

12 ホワイトボード ３  

13 メタルラック ３  

２F個別療育室 14 脇机 ６  

15 テーブル・椅子 ４  

16 低位テーブル・椅子 ２  

17 箱庭一式 １  

 


